
令和年月日 木曜日 (号外特第号)官 報

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
三
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
五
十
九
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第

六
条
第
二
十
三
項
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機

関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三





令和年月日 木曜日 (号外特第号)官 報

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。御

名

御

璽

令
和
二
年
三
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
六
十
号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
（
第
四
項
を
除
く
。）、
第
三
十
七
条
」

を
「
第
三
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
、「
第
四
十
四
条
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
四
十
四
条
の
二
（
第
三
項
を
除
く
。）、
第
四

十
四
条
の
三
、
第
四
十
四
条
の
五
」
を
加
え
、「
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
五
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、「
第

八
号
、
第
九
号
、」を
削
り
、「
、
第
六
十
三
条
の
二
、
第
六
十
四
条
第
一
項
」
を
「
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
」
に
改
め
、

同
条
の
表
法
第
三
十
条
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。





法
第
三
十
一
条
第
一
項

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
三
類

感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

第
三
条
の
表
法
第
三
十
四
条
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
三
十
二
条
及
び
第
三

十
三
条

一
類
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

第
三
条
の
表
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
三
十
五
条
第
一
項

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感

染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
が

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者

が

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感

染
症
、
四
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
、
疑

似
症
患
者
若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保

有
者

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者

第
三
条
の
表
法
第
三
十
五
条
第
五
項
の
項
及
び
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
項
を
削
り
、
同
表
法
第
四
十
三
条
第
一
項

及
び
第
四
十
四
条
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
第
四
十
四
条
の
二
の
見

出
し

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発

生
及
び

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い

て

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一

項

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
が
発

生
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、速
や
か
に
、

そ
の
旨
及
び
発
生
し
た
地
域
を
公
表
す

る
と
と
も
に
、
当
該
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

血
清
亜
型
及
び
検
査
方
法

検
査
方
法

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

四
十
四
条
の
五

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

第
三
条
の
表
法
第
五
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
項
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
表
法
第
五

十
八
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
、
同
表
法
第
五
十
九
条
の
項
を
削
り
、

同
表
法
第
六
十
一
条
第
三
項
の
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
、
同
表
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
項
中
「
第

六
章
」
を
「
第
七
章
」
に
改
め
、
同
表
令
第
六
条
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

令
第
八
条
第
一
号

一
類
感
染
症
の
建
物

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原

体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、

中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関

に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有

す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。）で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

単
に「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」

と
い
う
。）の
建
物

当
該
一
類
感
染
症

当
該
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

令
第
九
条
第
一
号

一
類
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

第
三
条
の
表
令
第
二
十
五
条
第
一
項
の
項
を
削
り
、
同
表
令
第
二
十
七
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
第
二
十
七
条
第
一
項

並
び
に

及
び

第
九
号
ま
で
及
び
第
十
四
号

第
九
号
ま
で

令和年月日 木曜日 (号外特第号)官 報

第
四
条
中
「
並
び
に
第
三
十
八
条
第
五
項
」
を
「
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
八
条
第
五
項
」
に
、「
の

規
定
」
を
「
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
四
条
の
五
の
規
定
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
第
五
号
及
び
第
六
号
」に
改
め
、「
第
八
号
、第
九
号
、」

を
削
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令（
令
和
二
年
政
令
第
十
一
号
）

の
項
中
「
並
び
に
第
三
十
八
条
第
五
項
」
を
「
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
八
条
第
五
項
」
に
、「
の
規

定
」
を
「
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
四
条
の
五
の
規
定
」
に
改
め
る
。

総
務
大
臣

高
市

早
苗

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三




